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社団法人日本産業車両協会 

 

はじめに ～内外経済の概況と産業車両産業の動向 

  

平成１９年度のわが国経済は、平成１４年度から始まった景気の拡大が６年目に入り、

バブル期以来の長期成長を持続しているが、原油、素材価格の高騰や国内における住宅着

工の減少といったマイナス要因もあり、政府が当初見込んでいた２％台の成長はかなわず、

１％台の伸びにとどまるものと見込まれる。 

世界に目を向けると、総じて底堅い景気拡大傾向が持続し、特に中国やインドをはじめ

とするアジア、さらにロシアなどで引き続き高い伸びを示し、経済のグローバル化がさら

に加速した。しかし年度末に至り、アメリカのサブプライムローン問題に端を発する金融

不安が表面化し、連鎖的な株価の下落や急激な為替の変動が発生し、実体経済への波及が

懸念されている状況にある。 

こうした情勢の下、産業車両の国内生産は暦年金額ベースで約５,０００億円と、バブル

期に次ぐ史上４番目の水準となった。また主力機種のフォークリフトについても、国内需

要は横ばいに留まったものの、新興国市場を中心とする旺盛な外需に支えられ、生産額は

３,２５７億円と過去最高となった。 

 

◎産業車両国内生産額の推移 

  （暦年ベース、単位：億円、（ ）内は対前年比（％）） 

 平成１７年 平成１８年 平成１９年 

産業車両計 ３，９３９ 

（１１２．５） 

４，４９６ 

（１１４．２） 

５，０００ 

（１１１．２） 

 うちフォークリフト ２，６９０ 

（１１４．２） 

２，９２１ 

（１０８．６） 

３，２５７ 

（１１１．５） 

（経済産業省鉱工業動態統計より） 

 

協会では、このような産業車両業界を取り巻く様々な環境の変化に対応して、業界の持

続的な発展に向けた基盤強化を図っていくための取り組みを活発に実践した。 

以下において、各課題に対応して実施した事業の内容と成果について報告する。 
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Ⅰ 基本的事項 

（１）産業車両業界の基盤強化を図るため、業界の将来の発展に資する施策を策定・実行

するとともに、併せて業界の社会的地位の向上を図るための事業を推進した。 

（２）フォークリフト、無人搬送車システム、特殊自動車、及びその他の産業車両や関係

部品等の機種ごとに有する課題について、それぞれ関係する情報、社会経済的な動向

の把握を行い、関係委員会等を通じて適切な対応策を検討、推進した。 

（３）経済産業省をはじめ、国土交通省、厚生労働省、環境省等の関係官庁、諸機関及び 

内外の関係団体と連携して、産業車両に関する諸事業の推進に協力するとともに、要

望事項等の具申を行い実現に努めた。 

 

 

Ⅱ フォークリフト業界の基盤強化のための事業 

１．製造業としての基盤強化及び社会的地位の向上のための事業 

 フォークリフト製造業として、技術・開発・製造から流通・アフターマーケットに亘る

総合的な業界基盤の強化及び社会的地位の向上に資するため、以下の通り事業を推進した。 

（１）業界を取り巻く社会・経済情勢の適確な把握と業界に対する支援措置の要望推進 

  ①所管官庁である経済産業省をはじめとする関係官庁及び内外の関係団体等に対して、

業界の状況について正しい理解を得るための情報提供や意見具申を行うと共に、関

連情報の迅速な入手に努め会員に提供を行った。 

  ②フォークリフト等の運搬機器について、倉庫施設及び空港における省エネ機器導入

に対する国土交通省の認定に基づく新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤ

Ｏ）による補助金交付の対象指定を得て、関係業界への周知と円滑な制度活用への

協力を行った。さらに平成２０年度の事業継続と支援対象の拡大を要望した結果、

トラックターミナルにおける省エネ機器導入支援の対象に追加指定されることとな

った。 

  ③天然ガスフォークリフト導入に対する税制優遇措置と補助金制度の継続適用を受け、 

   普及促進に努めた。 

（２）社会的地位の向上の推進 

  排ガス規制への対応や、地球温暖化対策、循環型社会の形成への貢献等を行って、業 

界の取り組みを広く周知して、社会的地位の向上を図った。 

（３）統計業務の更なる充実化 

  国内外の生産、受注、販売、輸出等に関する統計の整備を継続推進するとともに、需 

要予測の策定を行って、市場動向の適確な把握に努め、会員や関係者に提供した。 

（４）日本フォークリフト販売協会との連携・協力 

  「製造」と「販売」の両輪として、公正な取引の推進や社会的課題への対応等の共通 

課題について、協力して業界の基盤強化に努めた。 
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（５）業界の基盤強化のための関係業界との連携・協力 

 内外の経済環境、技術、環境、安全等に関する対応向上を図るため、引き続き関係

業界との連携・協力を推進した。 

 

２．国際交流・グローバル化推進のための事業 

 新興市場の急速な台頭は、世界のフォークリフト市場の拡大と構造的な変化をもたらし

ているが、海外業界との交流、協力や情報の交換・収集を通じて、会員各社の円滑な海外

事業をサポートし、業界の基盤強化に資するため、以下の通り事業を推進した。 

（１）国際交流の推進 

  ①平成１９年５月、韓国、ソウル及び９月、カナダ、バンフにおいて、ＦＥＭ ＩＴ

（欧州物流機械連盟産業車両部会）、ＩＴＡ（米国産業車両協会）、ＣＩＴＡ（中国

産業車両協会）及びＫＯＣＥＭＡ（韓国建設機械工業会）、ＡＢＩＭＡＱ（ブラジル

産業車両協会）との協力により実施している世界産業車両統計ＷＩＴＳの運営委員

会を開催し、世界の産業車両市場に関する正確かつ迅速な情報集計に資するための

協力体制の強化を図った。 

②平成１９年９月にカナダ、バンフにおいて、ＦＥＭ ＩＴ、ＩＴＡと協力し、また

ＣＩＴＡをオブザーバーに迎えて、第１０回アライアンス業界首脳会議を開催し、

統計、国際安全規格等に関する協力体制強化を確認すると共に、平成２０年５月に

本会が東京で第１１回会議を主催すること及び中国を招待することを決定した。 

③平成１９年９月のカナダ、バンフでのＩＴＡ総会に本会代表が出席し、プレジデン

ツ・フォーラム等の行事を通じて相互理解を深めた。 

④平成１９年９月のイギリス、ウインザーでのＦＥＭ ＩＴ総会に本会代表が出席し、

相互理解を深めた。 

⑤平成２０年３月に中国、北京において、ＦＥＭ ＩＴ及びＩＴＡと共にＣＩＴＡを

訪問し、中国のアライアンス首脳会議参加へ向けた組織作りや検討課題等について

実務レベルでの調整を行った。 

（２）グローバル化への対応促進 

①海外の企業、市場の動向に関する情報収集に努めるとともに、日本からの輸出、海

外生産の把握及び今後の見通し策定を行った。 

  ②日本機械輸出組合と連携、協調して、業界のグローバル化に資するため、関係情報

の収集や、海外の関税、貿易制度等に関する改善要望を行った。 

 

３．環境対応推進のための事業 

 京都議定書の約束期間を目前にし、また特殊自動車に対する排ガス規制が拡大・強化さ

れる中で、業界として時代の要請に応えて、環境負荷の低減を図って業界の社会的責務を

果たすべく、以下の通り事業を推進した。 
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（１）環境自主行動計画の着実な推進 

（社）日本経済団体連合会の環境自主行動計画に参画し、平成１８年度の業界におけ 

る製造過程からのＣＯ２排出量及び産業廃棄物の最終処分量のフォローアップ調査

を行い、業界として平成２２年度における削減目標の達成に向け、着実な取り組み

に努めた。 

（２）循環型社会形成へ向けた対応推進 

関係団体と連携・協力して、「使用済み廃バッテリー」等の産業廃棄物の適切な処理・ 

再生を図るための現状把握と対応策の検討を行った。 

（３）排出ガス規制への対応推進 

①環境省の諮問機関である中央環境審議会大気環境部会自動車排出ガス専門委員会の

特殊自動車の次期排出ガス規制策定に協力を行った。 

②環境省と国土交通省が中心で対応している「ノンロード移動機器試験法の国際統一 

化（国連）」の国内検討会への参加、及びその中の一つである「ＮＲＴＣ=トランジ 

ェント排気ガス試験モード」国内導入可否検討でガソリン・ＬＰＧエンジンデータ 

測定等の協力を行った。 

③フォークリフトに関する排ガス規制について顧客の理解を深めるための周知策につ 

いて検討を行った。 

④その他の環境に関する課題について、関係諸官庁の指導、あるいは関係団体の協力 

も得ながら、情報提供や実態把握、適切な対応を行った。 

（４）海外の環境規制への対応推進 

  欧州新化学品規則（ＲＥＡＣＨ規則）への業界としての適切な対応を図るため、政府 

機関や関係団体と連携して、情報収集と対応策の検討を行った。 

 

４．安全向上推進のための事業 

 内外の安全規格、規制の国際的な標準化を積極的に推進していくとともに、業界として 

安全性の向上及び安全作業の推進に資する施策に取り組んで、顧客からの信頼も高めて、

業界の基盤強化に資するため、以下の通り事業を推進した。 

（１）国際標準化の推進 

①経済産業省産業技術環境局の指導を得て、ＩＳＯ３６９１（産業車両に関する国際

安全規格）の改訂審議に積極的に参画するとともに、その一環として海外で開催さ

れたＴＣ１１０／ＳＣ２（安全）、分科委員会及びＳＣ２／ＷＧ１（フォークアーム）、

同ＷＧ２（安全規格）、同ＷＧ５（視野）、同ＷＧ７（３６９１サポート規格／ブレ

ーキ）、同ＷＧ１１（安定度）の各作業グループ会議に、日本代表団を派遣して、規

格内容の審議を行った。 

  ②欧州のＣＥＮ／ＴＣ１５０（欧州標準化委員会／産業車両）、アメリカのＩＴＡ／Ｇ

ＥＣ（米国産業車両協会／技術委員会）との技術に関する技術標準化情報等につい

て相互に理解を深めた。   
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③国際標準化事業を支援して、技術的課題を解決するため、日欧米業界による協力関   

係を強化推進した。 

④ＦＥＭ ＩＴ、ＩＴＡと連携協調して、中国の安全規格や輸入フォークリフトへの

型式試験適用の動きに関する情報収集を行い、中国国家質量監督検疫総局等に対し

て日欧米業界としての要望意見を提出した。 

⑤経済産業省における日中韓の標準化機関の協力体制強化推進の動きに呼応し、情報

提供等の協力を行うと共に、業界の取り組みに関する支援を要請した。 

（２）国内標準化の推進 

①国際標準化の観点から、フォークリフト等に関するＪＩＳ（日本工業規格）の国内審

議団体として、平成２０年度ＪＩＳ規格の制定・改正原案作成事業計画の策定準備を

行った。 

②フォークリフトを含む機械安全の確保を図るため、(社)日本機械工業連合会による機

械安全調査研究事業への協力を推進した。 

（３）海外及び国内の基準認証の検討推進 

海外の基準認証の動向を早期に把握するため積極的な情報収集に努めるとともに、対

応する国内業界の統一見解を確立すべく検討を推進した。 

（４）関係業界への技術的側面からの産業車両業界の状況紹介 

日本鉱業協会 鉛亜鉛需要開発センター等共催、本会協賛の２００７年鉛年間大会講演

会に講演者を派遣し、製品に鉛蓄電池を搭載している業界として、鉛製品の需要振興

に協力を行った。 

（５）安全向上に資する施策推進 

  ①顧客がより安心して製品を使用できるよう、厚生労働省の職業能力開発事業の下で、

日本フォークリフト販売協会と協力して、産業車両整備技能士の国家技能検定制度

を活用して、優秀な整備技能士の育成を推進した。 

  ②労働安全衛生法に基づくフォークリフトの特定自主検査制度の実施促進を図るため、

日本フォークリフト販売協会及び(社)建設荷役車両安全技術協会と協力して、顧客

に対する同制度の周知徹底に努めた。 

  ③安全作業の確立と労働災害防止に資するため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会

による第２２回全国フォークリフト運転競技大会実施に協力した。 

④その他、関係団体の要望等も受けながら、安全の向上に資する対応を推進した。 

 

Ⅲ 無人搬送車システムの健全な発展のための事業 

無人搬送車、無人けん引車、無人フォークリフト及び有軌道台車を対象とする無人搬送 

車システムは、導入する需要業界の拡大や技術の革新等により発展変化を遂げているが、

会員各社からの要望を受けながら、正確な現状認識に努め、更なる発展を図るため、以下

のような事業を推進した。 
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（１）無人搬送車システムの総合的な発展策の推進 

平成１９年７月搬送システム自動化の専門家による座談会を開催し、搬送自動化に関 

する問題提起、現状認識と今後の展望、課題について将来の新しい展開を模索すべく 

検討を行った。 

①無人搬送車システムの安全確保と市場拡大を図るため、安全速度の概念について業

界規範に関する検討を開始、推進した。 

②無人搬送車システムの納入実績調査を継続した。 

③広義の無人搬送車、有軌道台車を含む搬送システム自動化について、会報「産業車

両」誌のみならず物流業界紙などを通じて、最新情報の提供に努め、広く広報、啓

蒙を推進した。 

（２）無人搬送車システムに関する国際安全標準化について、ＩＳＯ（国際規格）、ＪＩＳ

（日本工業規格）の国内審議団体として検討を行った。 

（３）関係官庁、団体との連携・協調の推進 

無人搬送車システムの更なる育成、発展を図るため、経済産業省、厚生労働省、(社) 

日本ロジスティクスシステム協会、中央労働災害防止協会、(社)日本ロボット工業会、 

物流標準化懇話会と連携・協調の下、今後の物流システム機器の発展推進の見地から 

検討を行った。 

 

Ⅳ 特殊自動車届出業務の円滑な推進のための事業 

道路運送車両法で規定されている特殊自動車については、作業車として開発され、特 

殊な構造・装置を有していることから、一般自動車とは異なった型式認証業務や試験方

法の実施が必要とされる。本会では産業車両だけではなく、建設機械、農業機械も含め

た特殊自動車全体の型式認証業務に関する国土交通省との窓口としての役割を担って、

道路運送車両法及び関係諸規定等の制定、運用等に関して、業界事情の反映と建設的な

意見具申を行って、適正かつ円滑な対応を取れるよう、以下の事業を推進した。 

（１）国土交通省の施策への協力と業界意見の具申 

①国土交通省から業界に対して行われる関連規定についての意見照会に迅速・的確に

対応し、業界要望の反映に努めた。 

②特殊自動車のリコールについて、適切な対応を講じるため、継続して制度の認識強

化を図るとともに、国土交通省のリコール検討会に特殊自動車業界を代表して、委員

を派遣した。 

（２）特殊自動車に関する認証業務の適正化、円滑化の推進 

①排出ガス規制の強化等、道路運送車両の保安基準や関連規定の改正に対応し、特殊

自動車の型式認証手続の際に提出する書面及び公式試験時に提示する車両について

は、審査時に不備が指摘されることのないように重ねて周知徹底し、型式認証業務の

より一層の適正化に努めた。 

②オンラインによる国土交通省への各種届出・申請について、適切な使用方法を周知
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するとともに、電子申請システム利用時に関わる要望等の調査、検討を行った。 

 

Ⅴ 広報・宣伝、会員の連絡親睦のための事業  

 業界に関する情報の受発信能力の向上を図るとともに、会員間あるいは業界間での情報

交換の強化と円滑化を図って、業界の基盤強化に資するため、以下の事業を推進した。 

（１）業界としての情報発信力強化 

   ①協会ホームページにおいて統計や関係官庁からの情報提供を拡充し、業界事情の紹

介に努めるとともに、会報「産業車両」誌を継続刊行して、さらに詳しい情報提供

を行った。 

   ②関係団体と協力して、平成２０年９月９日～１２日の４日間、東京ビッグサイトで

開催予定の「国際物流総合展２００８」の準備を行った。 

（２）会員の連絡親睦 

  平成１９年５月に通常総会後の会員懇親パーティー、及び平成２０年１月に新年賀詞

交歓会を開催し、多数の会員及び関係諸官庁・団体等からの来会者を得て、親睦を深 

め情報交換を行う機会を提供した。 

 

Ⅵ 公益法人制度改革への対応 

  政府における公益法人制度改革の動きを受け、経済産業省の指導を得ながら、新たな

制度設計の規定に基づく法人組織への移行へ向けた情報収集と対応準備の検討を行った。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


